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１【提出理由】

　当社の連結子会社である株式会社大黒屋（以下、「大黒屋」といいます。）は、平成29年3月6日の取締役会決議によ

り、下記のとおり、平成29年3月6日付で不動産売買契約を締結致しましたので、お知らせいたします。

 これに伴い、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

　(1）当該事象の発生年月日

　平成29年3月6日（取締役会決議日）

 

(2）当該事象の内容

　平成29年3月6日開催の大黒屋の取締役会において、次のとおり固定資産の譲渡を決議し、平成29年3月6日付で

　売買契約を締結しました。

（固定資産譲渡の内容）

 契約締結日　　平成29年3月6日

 譲渡物件　　　土地（ 332.74㎡）

 　　　　　　　建物（718.81㎡）延床面積

               千葉県船橋市本町一丁目1450番7

 譲渡前の使途　大黒屋で船橋本店として営業中

 売却益　　　285百万円

　売却益は、譲渡に係る費用等の見込み額を控除した概算額を記載しております。

　譲渡価額は当社並びに当社グループにとって不利益でない価額であり、大黒屋及び譲渡先との協議で決定いたし

　ました。

　譲渡先は、個人の資産管理会社であり、大黒屋と譲渡先との間には記載すべき資本関係、人的関係、取引関係は

　ありません。また、譲渡先又はその関係者は、当社の関連当事者には該当いたしません。

 物件引渡期日 平成29年3月7日(予定）

（注）譲渡後、は1年間引き続き賃貸にて営業を継続します。その後は近隣における新店舗での営業を検討しており

ます。

 

(3）当該事象の損益および連結損益に与える影響額

 本物件の売却益計上につきましては、平成29年3月期第４四半期において特別利益285百万円の計上を予定して

おります。

 

以　上
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